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○ 第４期がん対策推進基本計画（令和５年３月閣議決定）

・「がん対策推進基本計画」は、がん対策基本法（平成18年法律第98号）に基づき、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、がん対策の基本的方向について定めるとともに、都道府県がん対策推進計画の基本となるものとして策定。

・令和４年６月に取りまとめられた第3期基本計画の中間評価報告書では、がん医療の均てん化について地域間及び医療機関間で

進捗状況に差があることや、あらゆる分野で情報提供及び普及啓発の更なる推進が必要であることが指摘された。また、少子

高齢化・人口減少という今後の人口動態の変化をふまえた地域資源の有効活用の重要性、感染症発生・まん延時や災害時にお

ける対応やＩＣＴの活用・デジタル化などの保健医療サービス提供のあり方についての検討の必要性も示された。
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○ 北海道がん対策推進基本計画（第４期、令和６年３月策定予定）

・「北海道がん対策推進基本計画」は、国のがん対策基本法、北海道がん対策推進条例や国のがん対策推進基本計画を踏まえ、

平成30年度からの６年間を計画期間とし、北海道道において取り組むべきがん対策の基本的施策や個別目標などを定めた、第

３期目となる北海道がん対策推進計画を平成30年３月に策定。

・令和５年度中に、北海道がん対策推進委員会等での協議のうえ、第４期計画を令和６年３月までに策定予定。
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○ 札幌市がん対策推進プラン（平成29年３月策定）

・総合的ながん対策を早期に実施することにより、札幌市民の死因の第１位を占める「がん」による死亡者の減少と、がん患者

及びその家族等が抱える苦痛を軽減するため、札幌市がん対策推進プランを策定。

・現行プランの実施期間は平成29年度から令和５年度までの７年間であり、令和５年度は、第１次プランの最終年度かつ次期プ

ランの検討、策定の年度となっている。



出典:がん対策推進基本計画の概要（第４期）
厚生労働省
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